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Info

要
介
護
認
定
者
の
所
得
控
除
　
　

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
確
定
申

告
に
よ
り
次
の
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

▼
障
害
者
控
除

　

所
得
税
の
申
告
な
ど
で
障
害
者
控
除
を
受
け

る
場
合
に
は
、
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」
が
必
要
で
す
。

　

令
和
3
年
12
月
31
日
を
基
準
日
と
し
て
、
65

歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
に
、

町
か
ら
1
月
下
旬
頃
に
認
定
書
を
送
付
し
ま

す
。

　

な
お
、
基
準
日
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
に
つ

い
て
も
、
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
の
上
、
役
場
1
階
3
番
窓

口
保
険
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
む
つ
代
に
係
る
医
療
費
控
除

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
が
次
の
書
類

を
添
付
す
る
か
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
お
む

つ
代
に
係
る
費
用
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▽
初
め
て
控
除
を
受
け
る
場
合

　

①
医
師
が
発
行
す
る
お
む
つ
使
用
証
明
書

　

※
役
場
1
階
3
番
窓
口
保
険
課
で
用
紙
を

　
　

配
布
し
ま
す
。

　

②
お
む
つ
代
の
領
収
書

▽
2
年
目
以
降
の
場
合

　

①
お
む
つ
使
用
確
認
書

※
要
介
護
認
定
申
請
時
の
介
護
保
険
主
治
医

意
見
書
で
「
寝
た
き
り
状
態
に
あ
る
こ

と
」
、
「
尿
失
禁
の
発
生
の
可
能
性
が
あ

る
こ
と
」
が
確
認
で
き
る
方
に
交
付
し
ま

す
。
必
要
な
方
は
役
場
1
階
3
番
窓
口
保

険
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

②
お
む
つ
代
の
領
収
書

▼
問
合
せ　

保
険
課
高
齢
者
・
介
護
係

　

28
・
0
1
0
0

Info

空
家
解
体
費
補
助
制
度

　
　

　

倒
壊
や
建
築
材
等
の
飛
散
の
恐
れ
の
あ
る
空

家
の
解
体
工
事
を
実
施
す
る
方
に
対
し
、
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。

制
度
概
要

①
対
象
と
な
る
空
家

・
1
年
以
上
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
（
長
屋

又
は
共
同
住
宅
の
場
合
は
、
全
戸
に
お
い
て

1
年
以
上
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
）

・
延
べ
面
積
1
／
2
以
上
が
住
居
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
た
こ
と

・
木
造
で
あ
る
こ
と

・
個
人
が
所
有
し
て
い
る
こ
と

・
所
有
権
以
外
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い

こ
と

・
住
宅
地
区
改
良
法
に
規
定
す
る
不
良
住
宅
で

あ
る
も
の
（
申
込
み
後
、
町
が
不
良
度
判
定

を
実
施
し
ま
す
。
）

②
補
助
対
象
者

・
町
税
に
滞
納
が
な
い
方

・
空
家
の
所
有
者
で
あ
る
方

・
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

を
有
す
る
者
で
な
い
方

③
補
助
額

　

上
限
20
万
円
（
補
助
対
象
経
費
×
補
助
率

2
／
3
）

　

詳
し
く
は
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま
ち
づ
く
り
推
進
係

　

28
・
0
9
4
4

Info

「
る
る
ぶ
特
別
編
集
『
豊
山
町
』
」

を
作
成

　
　

　

町
制
50
周
年
記
念
と
し
て
、
本
町
の
魅
力
を

対
外
的
に
発
信
す
る
、
「
る
る
ぶ
特
別
編
集

『
豊
山
町
』
」
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

町
役
場
を
始
め
と
し
た
町
有
施
設
や
、
豊
山

町
商
工
会
・
県
営
名
古
屋
空
港
等
に
設
置
し
て

い
る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。
町
民
の
方
に
も
、
町
の
魅
力
を
再

発
見
し
て
も
ら
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
発
行　

豊
山
町

　

協
力　

豊
山
町
商
工
会

　

企
画
・
編
集
・
制
作

　
　

株
式
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

▼
問
合
せ

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま
ち
づ
く
り
推
進
係

　

28
・
0
9
4
4

Info

国
民
健
康
保
険
出
産
育
児

一
時
金
の
金
額
を
改
定

　
　

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
方
が
出
産
し
た

と
き
に
支
給
す
る
出
産
手
当
一
時
金
の
金
額

を
、
令
和
4
年
1
月
か
ら
以
下
の
と
お
り
改
定

し
ま
す
。

▼
問
合
せ

　

保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療
係

　

28
・
0
9
1
7

国民健康保険出産育児一時金の改正内容
　

産科医療補償制度（※）加入機関での出産の場合 左記以外の機関での出産の場合

改正前 420,000円 404,000円

改正後
420,000円

（改正なし）
408,000円

※産科医療補償制度：通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった小児に補償金が支払われる制度


